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労働運動研究討論集会開催を受けて　　　　　　　　　　　　　　危機感の共有から、新しい運動の方向づくりへ
共同討論・共同作業をすすめよう！
労研フォーラム事務局長　遠藤　一郎　
　労働運動研究討論集会が４月２０，２１日に開催され、１都２府１３県から１３０名を超える労働組合活動家が参加し、熱心な討論が行われた。
約四半世紀前に右翼的労線統一反対を掲げ、総評労働運動、戦闘的で階級的な労働運動を継承・発展させようと呼びかけられた「労研センター」の流れを引き継いだ「労研フォーラム」の働きかけで、１３名の呼びかけ人による討論集会実行委員会が主催した。
　１６単産、１０のユニオン、２地区労の現役活動家が一堂に会し、労働運動の現状に危機感を募らせ、その克服の方向を探ろうとする試みは、ここ２０年近くなかった。参加者が、連合、全労連、全労協、独立系と多様であったことも特徴であった。「経過報告と問題提起」、「公務職場」「非正規労働者」「地域労働運動」からの報告、沖縄、脱原発の「特別報告」を受け、二日間、活発な討論が展開され、成功したといえる。
「労働組合は革新勢力か？」こんな問いが出されるようになっている。私にとっては、無条件に「YES！」だった。何故こんな問いが発せられるのか。非正規労働者、未組織の労働者からは、「正社員の男性労働者の権益保護の機関になっている」「特権を守る保守的組織」と批判され、それに乗じた労働組合攻撃が、維新の会・橋本などによって煽られている。自分たちは違うと自己満足的に思いこんでいても解決にはならない。
すべての労働者の役に立つ「ツール」としての労働組合とその運動を作り直し、「労働組合こそ社会正義の実現と社会変革の道具」であることに挑戦しなければ。こんな危機意識から、今回の研究討論集会が準備された。しかも、呼びかけたわれわれに残された時間は十分にあるわけではない。もちろん、だからといって拙速に事を進めたいとは思わない。残された時間の短さを意識しつつ、しかしあわてず、じっくりとこの挑戦を続けたい。
安倍内閣の下、経済財政諮問会議、規制改革会議、産業競争力会議が設置され、６月１４日に「骨太の方針」が閣議決定された。それに先立ち、６月５日、規制改革会議答申が出された。①限定（ジョブ型）正社員の雇用ルールの整備、②裁量労働制等労働時間法制の見直し、③有料職業紹介事業規制改革、④労働者派遣法の見直しの４項目をタイムスケジュールを付けて提起している。「人が動く」「行き過ぎた雇用維持型から労働移動型に」「正社員改革」「解雇容易な限定正社員へ」と雇用のあり方を根本的に変えようとしている。
経団連は、４月１６日「労働者の活躍と企業の成長を促す労働法制」と言う提言を出した。その中で、規制改革会議と歩調を合わせるように、限定正社員や労働時間法制の規制撤廃を打ち出すと同時に、「労働基準法が極めて画一的で、企業実体を反映していない。良好な労使自治に任せ硬直した取り締まり法規を見直せ」と主張する。労働基準法は最低の労働基準を法で定めたものだ。画一的で当たり前だ。これを撤廃し、「労使自治に任せろ」とは、「無法地帯化する労働現場」を容認せよとの主張だ。法的労働者保護が労働運動の歴史的蓄積として当たり前だと考えられてきたが、今やそれが根本から逆転させられようとしている。ワタミやユニクロの法無視の労働者管理は今や特別なものではなくなりつつあると言っても過言ではない。労働運動の危機状況の根元の一つがここにある。
以上は今日の労働運動の危機的状況の一側面だ。より多面的に、労働運動停滞状況の分析が必要だろう。しかし、危機意識の共有で終わらせてはいけない。新しい運動の方向性を共同で探り、見いだしていく、具体的一歩を踏み出していく必要がある。
共同討論、共同作業を追求しよう！
そのために、実行委員会の許可を戴いて、レポート「労働運動研究」に討論集会提起文章を順次掲載することとした。今後の討論の場としても役立てて頂きたい。
                                 　


　　　　

　　　
　　　　　　労働運動研究討論集会のまとめと今後の取り組み

　

みなさん大変ごくろうさまでした。二日間熱心な討論をいただきまして非常に意義のある討論集会を開催できたのではないかと考えております。まず参加者についてご報告を申し上げます。
　第1日目、昨日受付をなさった方が118名、今日新たに受付をなさった方が15名ということで、133名の方が参加をされました。内訳を見ますと、1都2府13県から参加です。北は宮城・山形、南は沖縄まで参加をいただいております。単産・単組別に見てみますと、16単産。連合に加盟している組織もございますし、全労協、それから全労連に入っている方もいらっしゃいますし、独立の組合もございます。自治労関係でいいますと、東京の区職労の関係などもいれますと、12単組といえると思います。ユニオン関係でいいますと、10ユニオンの方が参加をいただいております。地区労関係は2地区労であります。その他団体として、研究団体なりメディア関係の方も参加をいただいております。ということで、幅広く参加をしていただきました。そしてナショナルセンターを越えてこういう会議が持てたことは、私は非常に良かったと思っております。
　問題提起に対するご意見も昨日いただきました。ほとんど意見が出ないのではないかと私は想像していたのですけども、ご意見をいただいて本当によかったと思っています。文章修正なりのご意見もございましたけれども、この場は一つの組織としてまとめた運動方針を決定する性格ではないので、呼びかけ人が問題提起をしたのだと受けとめて、その良し悪しも含めてみなさんのご意見をいただいたということで、文章修正についてはしないで、この討論をむしろ生かしていくということで確認をいただ
ければと思っております。
新自由主義と対決し労働基本権の復権を
問題提起をしたときの基本的な意識について申し上げますと、新自由主義とどう対決をしていくのかという意識が非常に強くあります。もう一つ、グローバリズムといいますか、世界的に資本が席巻する、こういう時代状況をとらえているわけであります。その新自由主義時代が、この2、30年の中で一つの転換期に来ているだろうと。それがリーマンショックと考えておりますし、そういう状況の中で資本は、さらに新自由主義路線を強める以外に道はない、そういう選択をしているとみております。それに対置するものとして提起したものが労働基本権、労働三権を基本にしながら、原則的な、原点に返った労働運動をどう作り上げていくのかと。そういう基本的な考え方でこの問題提起を書かせていただいたということであります。
そういう中で、いろいろな状況を聞いたわけでありますけども、今私たちが考えなくてはいけないのは、労働運動あるいは労働組合というものが、もう世間一般から見放されていると。組織率はどんどん下がっていくし、その存在価値がどんどん低下をしているということだけではなくて、むしろ労働者から労働組合が敵対物だと思われるくらいの状況にまで来ているという、その危機感を私どもは共有をしていく必要があるだろうと思っているわけであります。
どうしてそうなってしまったのかということと、一つ時代の転換期という中で、もう一度どうしたら労働運動というものをきちっと作りなおすことができるのかという視点での、悩み、現状の取り組み状況の報告だったと、私は受け止めております。私自身も民間の労働運動をずっと進めてきたわけでありますので、昨日・今日とお話をうかがいまして、公務員の状況、それから非正規労働者の状況、あるいは地域運動の状況、少しは聞いていたつもりでありますけれども、いろいろと現状の問題について理解を深めることができたと思います。そういう意味では、今まで、やはり自分の枠内だけでの運動に終始していたのではないか思っています。
分断を克服して労働者の連帯を

公務員の人に、私は口が悪いものですから、「本当に闘う気があるのか」と、「スト権もないのにどうするんだ」と、「雇用保険払って首切り覚悟で運動やる気はないのか」と言うのですけれども、「そんなのとても無理」なんて言われてしまいますと、「なんで連帯する必要があるのか」と、すぐ私は思ってしまうわけであります。けれども、そういう状況にまで追いやられている今の公務員の状況について、昨日・今日とお話を聞くことができて、公務員の現実はここまで来ているのかということを改めて知ることができました。
私自身がこの間取り組んできたといいますか、全港湾の運動の中で考えてきたこと、私の経験からいろいろお話します。例えば「全港湾さん、連合に入っていただけませんか」と、連合組織局からお誘いがございました。私は二つ条件があると言いました。一つは「進路と役割」を見直して、選別・排除の条項を削除しなさいと。もう一つは、中小いじめをしないでくださいと。私たちがストライキをすると、大手労働組合の幹部の方から、あそこの荷物だけはうちの荷物だから出してくれとか、いろいろな電話がかかってくるのでありますけれども、企業から抗議されるのは当たり前だと思うのですが、労働組合から抗議をされて、うちの荷物だけはなんとかと言われると、労働者の連帯が本当にあるのかと思っていたわけであります。
連合はアメリカの労働運動に学び頑張らないといけないとAFLCIOのスウィニー会長を呼びました。なぜアメリカの労働運動が、いわゆる移民労働者、非正規労働者に寄り添う運動ができるようになったのか。その基本に、スウィニーがでてきたときに、AFLCIOは規約から共産主義者排除条項を削除した。国際自由労連もそこの点を克服した。にもかかわらず、なぜ連合だけが選別・排除の規約を持っているのですか。そこを変える意識はないのかと聞いたら、はっきりと「ありません」と断られました。それが今の連合の状況です。この間、非正規労働センターを立ち上げて、全労働者のための連合だとおっしゃっていますし、そういう意味では連合も少しは変わったかもしれませんが。
自治労からも「全港湾さん、自治労に入りませんか」と誘われたことがございます。港の管理をしているのは地方自治体ですから、地方自治体の施設の中で私どもは働いているわけですから、「いいですよ」と。その代わり、また変な条件になりますけれども「港湾労働者を地方公務員にしていただけませんか」と言いました。「それはとても無理です。今なぜ全港湾に入ってくれと言っているかというと、自治労がどんどん人数が減って、民間委託が進んでしまって、そういう中で民間にも手を出さないといけないので来てくれないかというお誘いをしているので、逆の運動方針は持っていません」というわけです。「それでは、公共サービス基本法を作られて、公共サービスに従事する者と言っているのは、自治労さん、誰を考えているのですか？　私ども港湾労働者は入っているのですか、いないのですか？」と言ったら、答えないのです。私は少なくとも全港湾の組合員に「港湾労働者は公共の仕事をしている、港という公共財産の場で公益事業をしている」と説明しています。「自治労さんはどうでしょうか。バス、鉄道、都市交の方は公共サービスに従事する労働者ですけど、私鉄のバス・電車の運転手さんは公共サービスの労働者じゃないのですか。病院の方はどうですか。全国医療は公共サービスだけれども、医労連は違うと。そういう方針なのですか」と聞いたら、答えないのです。自治労の名称を変えて、公共サービス労働組合と名乗るのでしたら、今、交運労協に結集している交通運輸の労働者、それから医療の労働者も含めて、それから警察・消防まで含めて何百万という組織を自治労は目指すのですかと聞いたのですが、何しろ100万人をなんとか維持したいということであります。
私どもは港という公共施設の場で働いている労働者として、どういう労働条件を確保することが公益的な仕事を確保することになるのか考えています。今、港は民営化されようとしているわけですから。外資に入ってきて欲しいと言っている知事もいるわけですから。公契約条例の港湾版のようなものをつくろう、そういう中で自治労とどういう連帯ができるのかという話をしているところです。
　公契約条例についても、全港湾で争議になったところがあるのですが、不当労働行為をやっている会社は港にあるのだから、そのような会社が自治体の敷地に施設を建てていることを許していいのですか、ということをやっています。今、公契約条例の問題でいいますと、確かに千葉県の野田市から始まって、賃金、いわゆる契約価格における最低価格規制で始まりました。川崎市の条例ではそれを下請まで規制するような状況になっています。あるいは多摩市においては、規制条項と適用範囲の問題を委員会で検討ができるシステムを作っています。そのように、今、価格規制から、下請けまで拡大してきている。さらに労働者いじめをやっているブラック企業を排除する、そういう公契約条例にしていく方向性がないのかと。そういうことによって初めて地域の労働者との連帯ができるようになればどうでしょうかと私は言っています。
非正規労働者を含めた労働政策
　昨日の報告によりますと、自治体で働く非正規労働者が35％ということになっていますね。戦後すぐ、港湾労働はどういう状況だったかというと、6～7割が日雇労働者の世界だったわけです。今、日雇稼働率は5％です。常用化率が95％です。全港湾はもともと日雇労働運動をやってきたのです。
　例えば日雇派遣の問題が起きた時に、どこが悪いのだと。日雇という存在が悪いのか、派遣という制度が悪いのか、日雇と派遣とがセットになった時に問題が起きるのか。どうなのですかと私は言ったのですけれども、それには誰も答えてくれなくて、日雇派遣労働者がかわいそうだから、禁止しましょうと言っているわけです。問題は日雇派遣労働者に日雇雇用保険を適用しないという厚生労働省の政策を変えることができなかったことです。日雇の存在は、私はなくならないと思っていますが、そうすると非正規労働者の存在も、ここまで来たらなくならないだろうと思っています。しかしながら連合の方針は、あの人たちがかわいそうだから、正社員になるように1年間訓練しなさいと。その手当は出すけれども、それ以上のことはやらない。ということは、日雇の存在はあってはならないものであって、正規労働で働きなさいと。それは正しい方針なのかもしれないけど、現実の解決策にはなっていない。そういう問題があるわけです。
　私どもも、労基法改悪反対闘争、労働ビックバン反対闘争、いろんな闘争をやってきましたけれども、私たちがやってきた運動の視点は、正規労働者中心の労働運動の視点での運動方針でしかなかったのではないかと、私は反省をしているところです。この時代の変わり目に、どういう政策を持って、本当に非正規の人も含めた運動を作ることができるのかということを、今考えています。
　独立独歩でナショナルセンターにも入らずに全港湾で頑張ってきて、産業別運動さえやっていればなんとかなるのではないかと思ってきたわけでありますけれども、ひょっと自分の足元を見たら、「委員長、ストライキってどうやったらいいのですか」とか、「団体交渉はどうやったらいいのですか」という若い人が、全港湾にもたくさんいるわけであります。争議を知らない人が多くなったものですから。じゃあ総評時代はどうだったのかという話をするのではなく、若い人たちに労働組合とはどんなものなのか、そして今の時代情勢にあった労働運動の方向性とはどうなのか。日本の労働法は、工場労働を中心とした設定で書いてあるわけですけれども、本当に「すきや」で働くような、サービス産業で働くような人達にも、うまくどう適用できるのかということを考えていかなくてはいけないのではないか。そしてまた、労働基準法を守れないような企業を野放しにするのではなく、公契約条例で排除すると、営業停止にするというくらいの気持ちを持ってやれば、現場で闘っている非正規の人と正規の人が、公契約条例を作ろうとか、自治体で働いている労働者との連携を作れていくのではないかと、勝手に私は考えているわけであります。そういう運動のトータル性、総合性をこの時代状況の変化の中で、どのように見出していくのか。少なくとも、今日ここにお集まりの人たちは、今のままではいけないという共通の認識は持ち合わせることができたと思うのです。問題は、じゃあどうするのかということです。
労組幹部の自己変革から
最賃法の問題でも「１０００円にしよう」全労連も連合も同じ方針を掲げながら、何年もその方針を掲げながら、なぜ実現できないのか。要求を実現する労働運動をどう本当にやるのか。要求を掲げていればよかった、それで済んでいる労組幹部の自己変革がない限り、私は新しい労働運動は作れないと思います。まず自分たちがやってきた運動の限界性をはっきり認識し、そこの共通認識をお互いに持ち合わせながらなんとか努力しよう。少なくともそれをやらなかったら、私の労働運動人生は否定されてしまうと思っています。自己の殻に閉じこもった産別の運動、単組の運動ではだめであって、公務員と民間のいろいろな雇用形態が違う人たちが、一緒に連携を取りながらやれる運動をどう作っていくのかが課題であると思っているわけです。
　そういう意味で試されている本気度を、もう一度皆さん方と一緒にためしていく。私は昨日の話を聞いて、やっぱり外の人の状況を聞くこと、意見を聞くということが、どんなに新しい知識を持って次の運動につなげることができるかという勇気をいただいたと。その勇気を共有化しながらこの運動を進められないかと思っています。
労働組合も社会的責任という言葉がありました。ちょっと文書にも書いてしまったのですけれども、いわゆるスト権・スト闘争の後に労働組合の社会的責任という言葉をどういう意味で使かわれたかというと、ストライキをして社会に迷惑をかけてはいけませんという意味合いで、労働組合の社会的責任という言葉を使うようになったので、あまり使いたくはないのです。社会に開かれた労働運動といいますか、市民ともつながりあう、他の組織ともつながりあう、そういう労働運動を作っていかなければならないだろうというふうに思うのです。同時にそれはやっぱり労働基本権を軸にして闘うということであれば、職場を基礎にしたところから変えていかないと、課題がいっぱいあるのだけども、自分の足元をきちっと作って、本当に労働運動をそこから再建していくところから始まりながら、同時に今までとは違った形で社会に開かれて、いろいろな運動団体と連携をしていける運動とは何なのだろうか。その模索になると思います。そして、いまここで議論していることとはまったく別世界に存在する、多くの労働者に対して、どういうメッセージを伝えることができるのかということです。
企業の枠を超え社会に開かれた労働運動を

私どもの議論でいうと、闘いの中で活動家は鍛えられる。闘いがないのにどうやって鍛え上げることができるのか。多分、このままいったら鍛える場がないまま終わってしまうのです。だけれども、こういうふうにして一生懸命闘っているこの力を、お互い交流しながら、そして情報交換をしながら自分を鍛えるという決意のもとに努力をしていくと。今はそれしかないのではないかと思っています。そういう意味では、今後の取り組みとしてはやはり、企業を越えた労働運動をどう作っていくのかということです。企業別労働組合の存在を否定できない、なかなか越えられないだろうと思っています。ある学者から、伊藤は産業別労働運動論者だ、ヨーロッパ型だと言われました。日本は企業別労働組合だから、産別思想は持っていてもいいけど、運動をやるときは企業別労働運動の足元からやらないとだめだよと忠告を受けたことがあります。私もそうだろうと思います。企業別労働組合があるという前提の中で、その組合が見放されているという前提の中で、そしてまた職場からしか運動は作れないということを自覚して、私はやっていきたいと思います。その時、社会に開かれた労働運動をどうやって作っていくのか。そして沖縄とも連帯していく、原発の問題、福島とも連帯していく、そういう運動を作りながらやっていく労働運動をどうしたらいいのかと、今思っているわけであります。
研究課題と情報交換

　昨日、問題提起をさせていただいたことは、そういう思想性をできるだけ共有できるようにしていこう。そして連帯と交流と学習をきちっとできる関係を作ろうじゃないかということが、問題提起の13ページから書いているところであります。そして、時代が変化する状況の中で、もう一回、理論的にも運動論的にも作りなおして行かなければならない課題、それは賃金・労働条件の問題から、差別の克服から、あるいは労働者の連帯の問題とか、非正規を含めたいろんな法制度の問題とか、それを研究課題として、この深化・内容を深めていく、ということをやっていきたいと思っています。
　もう一つは、交流と連帯の意味合いにおいては、運動課題をお互い情報交換していきましょうということで、14ページの所に6つの課題を軸としながら、情報交換していきたいと思っています。それをどうやっていくのか。昔、労研センターを作った時には、太田さんも市川さんも岩井さんも、それぞれ自分の事務所を抱えて、スタッフを抱えて、お金はちゃんと持っていて、それが呼びかけて運動を作る。そういう状況があったのです。今は何もないのです。あの時は運動の結集軸があったのです。右翼的労戦統一反対ということで結集を図った。だけど今は何もないのです。その上でどうしようかという問題提起を私はしているわけです。これは運動を担わない限りこの状況は変わらない。自分を変えてどういうふうに新しい運動を作っていくのか。その出発点として何もないところからどうしたらいいかということを、みんなで知恵を出し合いましょうと提起しているわけです。
　かといって、一つの傾向を持ってこういうものだと集まることによって、運動が広がらないという失敗だけはしたくないと思っていますので、当面の取り組みとしては、こういう情報交換する場所をどこに作っていくのか。あるいはその理論的深化を図っていくためにどういう作業を進めたらいいのか。というところを、労研フォーラムのレポート労働運動研究を発行しながらやっていこう。もう一つ、今日ここに来ていらっしゃる労働メディアの方へのお願いは、さまざまな地域での闘いの情報をもっと積極的に掲載するよう働きかけていきたい。そういう、やれる範囲内から一歩一歩運動を作っていきたいなと思っております。
来年もこういう討論集会を開催したいと思っておりまして、民間、公務員、非正規、そして地域運動。これで頑張っている皆さんが一堂に会して、日本の労働運動をどういうふうに元気にし、頑張っていったらいいのか、この議論をぜひやりたいなと思っております。ご賛同いただければ、来年も開催するんだという努力を、私ども進めさせていただきたいと思っております。総括会議を6月15日（土）、蒲田の全港湾の事務所が入っております会館の会議室で開催したいと思っております。呼びかけ人の方を中心に、会議をする予定でありますけれども、来年の討論集会に向けた実行委員会形成という形で進められるように、皆さん方からもご参加できる方は参加していただいて、そういった方向性の議論をさらに進めていきたいと思っています。呼びかけ人の中で、完全に意思統一できている話ではございませんけれども、まとめとして提起をさせていただきました。

労働運動研究討論集会における経過報告と問題提起


１　本討論集会の準備経過

（1） 本討論集会の開催は、労働運動研究フォーラム（略称＝労研フォーラム）の呼びかけによる懇談会で労働運動に関する討論集会の開催を議論したことに始まります。労研フォーラムとは、労働戦線の右翼的再編に反対した労働運動研究センターの流れをくむ懇談会であった「有志懇談会」を改組して、現役を中心として再発足した組織であり、労働運動の現状分析と意見交換をおこなう研究会です。実際の労働運動に対して提言できる実践的な研究会にしようと思い、昨年の１１月２４日、２５日に「労働運動再生のための討論集会の開催に向けた懇談会」を現場の第一線で活動している方々に呼びかけ、参加いただいた方から本討論集会の開催の賛同を得ました。

（2） 「労働運動の再生」をいうのではなく、運動の方向性を示す意味で「正規・非正規の連帯で、原発も貧困もない平和な社会を切り開こう」を掲げることにしました。本討論集会の呼びかけ人を確定していただき、事務局を労研フォーラムが担って本討論集会の準備を行ってきました。２月上旬には呼びかけ文を発送し、３月３４日には呼びかけ人会議を開催し、集会運営について確認し、集会での問題提起について議論してきたところです。

２　私たちをとりまく情勢

＜国際情勢＞

（1） 資本主義の発祥の地であったイギリスの労働運動は、私たちのひとつの目標でもありました。イギリス労働運動がつくりあげた産業民主主義による「ゆりかごから墓場まで」と言われた福祉国家政策に対して、「小さな政府」を掲げ登場したサッチャーが労働党からの政権交代を果たしたのは１９７９年でした。市場原理に基づく競争政策を導入し、国家による規制を緩和・廃止し、新自由主義路線を実施したのです。サッチャー、レーガン、ナカソネと言われるように、新自由主義路線は、１９８０年代に世界的に広まりました。

（2） もうひとつの時代の大きな転換は、１９８９年にソ連が崩壊し、社会主義に対する信頼が大きく揺らぐとともに、ソ連、東欧、中国をも巻き込む巨大な市場が形成され、新自由主義による競争の渦に巻き込まれ、経済のグローバル化が進行したことです。

（3） リーマンショックは、新自由主義の破綻、金融資本主義の行き詰まりを示すものです。それは、リーマンショックが、短期的、中期的、長期的な３つの景気変動の波がいちどきに来たと言われることにも象徴されています。短期的な景気変動とは製品の生産過剰にともなう変動です。中期的な景気変動とは、市場の変化を伴いながらの景気変動です。長期的な景気変動とは世界的な市場再編の変化を伴う景気変動です。それゆえ、リーマンショックは、新自由主義、グローバリズムが席巻したここ２０～３０年を見直すとともに、１９２９年の世界大恐慌に匹敵する事態をうけて金融資本主義を問い直さなければならない事態です。

（4） 新自由主義は投機的マネーを生み出してきました。現在の世界の貿易金額は１８兆ドルですが、金融取引金額は６００兆ドルと言われ、実体経済からは大きくかけ離れています。資本家は、製造やサービスによって利益をあげることよりも、マネーゲームによって利益をあげること熱をあげました。マネーゲームによって破綻した金融機関や企業を国家が支援しなければなりませんでした。

（5） リーマンショック後、国際的に投機マネーを規制する有効な方策は実現していません。ＷＴＯによる国際的な貿易ルールづくりは頓挫したままであり、二国間、地域間の自由貿易協定が増えています。アメリカはＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）によって自らの経済権益の確保を図ろうとしています。そして先進諸国は、国家の財政危機を克服し、破たんを回避するために、社会保障費の切り下げによる緊縮政策と増税がおこない、一方において景気回復策と称して新自由主義路線のさらなる推進を行っています。

（6） マネーゲームのツケを労働者・国民に押し付けるなと反発する声が巻き上がっています。ヨーロッパでは緊縮財政に反対する１０００万人規模のストライキがたたかわれました。アメリカからはじまった「我々は９９％だ」と格差を批判するオキュパイ運動が世界に広がっています。ラテンアメリカではアメリカの貿易政策に反対する国が増えています。新自由主義政策を受け入れながら権力者の利益につなげてきたアラブ諸国では「アラブの春」と言われる民主化運動が起きています。

＜国内情勢＞

（1） 日本では、中曽根首相が新自由主義路線を推進し、行政改革、国鉄分割民営化を行いました。新自由主義路線を徹底して推進したのが小泉政権でした。２０００年代の自公政権によって非正規雇用が増大し、貧富の格差が拡大しました。社会保障の引き下げ、金融の規制緩和が実施され、金融機関の合併・再編、郵政民営化が行われました。安い労働力を求めて製造業の海外進出が続き、産業の空洞化が進行しました。小泉政権は、アメリカのアフガニスタン、イラク攻撃を支持し、自衛隊を派遣するなど、アメリカの世界戦略の一環を担い、日米同盟を強化してきました。そして、有事法制を制定し、国民総動員体制をつくるとともに、国家のための国民を育てる教育改革を実施し、「君が代、日の丸」を強制しました。このように、規制緩和、企業の海外進出、軍事大国化（戦争のできる国づくり）が一体となってすすめられました。

（2） 民主党は、新自由主義路線を積極的に推進する立場でしたが、２００7年の参議院選挙から「国民の生活が第一」をスローガンに掲げ、自公政権の規制緩和政策の負の側面を批判するようになり、２００９年総選挙で政権交代を実現しました。鳩山政権は、「官僚政治からの脱却」、「対等な日米関係」、「東アジア共同体の形成」、「コンクリートから人へ」、「いのちを大切にする政治」などの新しい政治スローガンを掲げましたが、沖縄の普天間基地の「国外、県外移設」を実現できず、辞任に追い込まれました。菅政権は、消費税の引き上げを公約に２０１０年参議院選挙をたたかいましたが大敗し、国会は「衆参ねじれ現象」となりました。野田政権は、自民党、公明党と合意を図りながら国会運営をおこない、労働者派遣法や労働契約法を骨抜き改正し、消費税の引き上げをはじめ自民党政権でもできなかった政治を実現しました。野田政権は、昨年末総選挙に打って出て、ＴＰＰ参加を唱えて選挙戦を戦いましたが、決められない政治に嫌気を刺した国民の支持を得られず、惨敗しました。

（3） 昨年末、自公連立の安倍政権が発足しました。安倍政権は景気回復を優先し、金融緩和、財政支出、成長戦略の三本の矢による緊急経済対策をすすめています。２％のインフレ目標、経済成長率を２～３％に設定しており、為替は円安に、株価は上昇しています。このような経済政策は、参議院選挙対策でもあり、消費税の引き上げをスムーズに行うためのものです。安倍政権は、生活保護費を削減する一方、防衛費を増額する予算編成に見られるように、福祉を切り捨て、軍事大国をめざしています。民主党の２０３０年代に原発をゼロにするという原発政策を見直し、新しい安全基準を策定して、原発の再稼働、新増設、輸出を行おうとしています。自動車や電機などの製品輸出で日本経済を牽引しようとする経済政策を維持し、ＴＰＰへの参加を表明しています。ＴＰＰへの参加によって日本の農業、医療、保健などの分野で打撃を受けると言われていますが、労働分野でも労働基準の引き下げ、外国人労働の移入、労働者の権利剥奪などが懸念されます。アメリカとの同盟関係を強化し、普天間基地の辺野古への移設を約束し、オスプレイの本土での飛行訓練を実施しています。そして、武器輸出を容認し、集団的自衛権の行使としてアメリカ軍との一体的軍事行動を可能にしようとしています。さらに平和憲法を改悪し、国防軍を創設し、戦争をできる国家づくりを目論んでいます。自民党の憲法改正草案は、９条改正ともに人権を制限するものであり、日本国憲法の戦争放棄、国民主権、基本的人権の大原則を根底から覆すものです。

＜日本における労働者の状況＞

（1） 日経連は１９９５年に「新時代の日本的経営」を発表し、労働者を「長期蓄積能力活用型」「高度専門能力活用型」「雇用柔軟型」の３つのグループに分けて雇用管理する方針を打ち出しました。１９９９年の派遣法改正よって派遣が原則自由化され非正規労働者が増加してきました。これに呼応するかのように自治体でも正規職員は減少し、臨時・非常勤等職員が増加し、２０１２年６月の自治労調査によると３３．１%が非正規職員となっています。今や非正規労働者は１８２３万人、労働者の３５．３％に達しています。注目しなければならないのは、若年労働者、女性労働者、６０歳以上の高年齢者の非正規率が高いことです。また、有期労働者(有期常用、臨時、日雇)が１４１０万人いることがわかりました。完全失業率は４.２％ですが、１５～２４歳は７．３％と高くなっています。このように雇用が不安定な低賃金労働者を多く生み出す労働力流動化政策が続いています。さらに、産業競争力会議では、金銭支払いによる解雇の自由化、正規・非正規の二極化を解消した短時間正社員の普及拡大などが議論されています。

（2） 日本の労働者の賃金は、先進諸国の賃金が上昇しているのとは異なり、低下し続けています。国税庁の民間給与実態統計調査によれば、１９９７年に４６７万円であった年収が２０１１年には４０９万円と５８万円も下がっています。公共サービス・市民の福祉を担い手である自治体職員は正規から非正規に移行していることは前項でもふれましたが、賃金(単純平均)は、時給・日給型で８００円台、月給型で１４～１６万円が最多層であり、昇給は8割以上で「ない」という実態が報告されています。結果、年収２００万円にも満たない労働者が１０００万人を超えています。このようなワーキングプア・官製ワーキングプアの拡大は、労働者全体の低賃金、長時間労働を促進しています。さらに、縮小されることのない労働条件の企業間格差、男女間格差、雇用形態による格差の存在は大きな問題です。男性正規労働者の賃金を１００とした場合、女性正規労働者の賃金は７２、男性パート労働者の賃金は５３、女性パート労働者の賃金は４７と言われています。また、低賃金、無権利な外国人移住労働者、最低賃金法以下の外国人研修生が日本の生産構造に組み込まれ、差別されている実態も忘れてはなりません。その一方で、企業の内部留保は４６０兆円に膨れ上がりました。「国際競争力の強化」を謳い文句に、賃金抑制と法人税引き下げを行った結果が生み出したものです。そして円高を招き、さらなる賃下げとリストラが進行しています。

（3） 消費税が２０１４年４月から８％に、２０１５年１０月から１０％に引き上げられることになりました。消費税引き上げに伴う物価上昇が懸念されています。今年１月から始まった復興税と合わせて税負担が国民に重くのしかかって来ます。社会労働保険料が引き上げられ、可処分所得が低下しています。最後のセーフティーネットといわれる生活保護費が削減されると、生活保護をうけながら働かざるをえない状況になろうとしています。

（4） 日本の労使関係の特徴は、終身雇用、年功序列賃金、企業別労働組合と言われてきました。企業内で教育して一人前の労働者を養成し、手厚い福利厚生で一生面倒を見る企業社会は過去のものとなりました。成果主義賃金の導入と非正規労働者の拡大が、ものづくりの継承もできない状況をつくり、労働者のアトム化を促進しています。労働組合の組織率も１８％を切り、個別紛争処理の件数は年２５万件と増加していますが、労働争議は年６００件ほどになっています。過労死、セクハラ、パワハラ、メンタルヘルスなどが職場での大きな問題になっています。

（5） 自公政権の復活により、早々と民主党政権で廃止された「規制改革会議」を再起動させることになりました。労働分野においては、裁量労働制の拡大、事務系・研究開発系労働者の労働時間法制の適用見直し、労働条件の変更規制の合理化、派遣労働の規制緩和など、まさに「労働ビックバン」の再来といえる議論になっています。また、小泉政権が官邸主導でおこなってきた経済諮問会議も復活させました。

（6） 昨年の総選挙で自民党は、市場化テストの活用と組織改廃時の分限免職を政権公約として掲げました。総選挙で伸張した日本維新の会の橋下大阪市長は昨年5月に制定した「大阪市職員基本条例」では民営化による職員の分限免職を明記しました。地方分権の名のもとに、平成の大合併がおこなわれ、地方自治が破壊され、公共サービスの民間開放がすすみました。小泉政権は公共サービスの外部委託の新たな手法としてＰＦＩ制度、指定管理者制度、地方独立行政法人、市場化テストを導入してきました。今後さらに規制改革の推進により外部委託が強まることは必至であります。この外部委託に伴う最大の問題点は、市民の安心安全が軽視されること、公共サービスを担う民間労働者が官製ワーキングプアになることです。国家公務員の賃金７．８％引き下げや退職金の引き下げは、地方公務員にも及ぼうとしています。最低賃金の引上げとともに公契約条例制定の全国的取り組みが強く求められます。

４　労働組合の危機

（1） １９８９年、総評が解散し、連合が結成されました。連合は、労使協調の路線をとり、批判勢力を排除する一方、「力と政策」によって要求を実現するという「連合の進路」を綱領的文書として採択しました。労働戦線の再編を起爆剤に政界を再編し、政権奪取をめざしました。そして民主党政権の実現を果たしました。しかし、連合は政策の実現を図るというよりは民主党政権の維持に腐心し、消費税の引き上げ、原発推進、ＴＰＰ参加などに賛成し、労働者派遣法の抜本改正、有期労働の規制に関しては不十分なものでした。労働者のための政策よりは、大企業のための政策をすすめていると言わざるをえません。民主党の政策が実現しなかったのは、国会のねじれ現象が原因と言われますが、民主党の変節は民主党の本質が明らかになってきたと見るべきです。連合組合員からは、公務員の賃金を引き下げた民主党に騙された、労働者の賃金を上げろという自民党に期待するといわれるようになりました。連合は、今や自民党を支持して、平和憲法を踏みにじる安全保障見解を打ち出そうとしています。

（2） 政策議論はすすんだが、力の結集を図れなかった連合は、たたかわない労働運動と言わざるをえません。連合の中で団体交渉を行っていない労働組合は６割ほどと言われています。労使交渉といっても会社の一機構である労使協議会による交渉であり、憲法で保障された団体行動権を背景に労使対等の団体交渉をおこなっているのではありません。最近、連合は集団的労使関係の確立を叫んでいますが、労働基本権を放棄した労働組合は「名ばかり労働組合」といわれても致し方ありません。

（3） 連合は「生産性三原則」にもとづいた労使関係の強化をめざしています。「生産性三原則」とは、１９５８年に始まった生産性運動で掲げられた「雇用の維持拡大」「労使の協力と協調」「成果の公正配分」の原則のことで、当時の同盟が掲げ、総評労働運動を批判した労働運動路線です。この生産性運動が連合の基本路線となり、連合のすべての民間労働組合が生産性運動を推進する「全国労働組合生産性会議」に参加しています。生産性運動は、労使協調の大企業労働組合の運動でしかありません。

（4） 連合評価委員会は、企業別組合の限界性を指摘し、すべての働く者が結集できる組織戦略を呼びかけましたが、この報告は棚上げされた状況です。連合は大企業の利益を優先し「国際競争力の強化」に協力してきました。大企業は、中小企業にコスト削減を迫り、非正規労働者の活用を拡大したため、大企業労働者と中小企業労働者、非正規労働者との対立的な状況が生まれています。２００６年ごろから偽装請負を告発する非正規労働者の決起がありました。それは、企業の枠を越えた合同労組である個人加盟の地域ユニオンに加入してはじめて可能になったのです。地域ユニオンの活躍によって非正規労働者の問題解決が図られていますが、それは、労働基準法を守れという個人の救済活動のレベルにとどまっているのが現状です。これを集団的労使関係の形成に結びつけていかなければなりません。

（5） 増税、緊縮財政の政策をすすめる為政者にとって、反発する公務員労働組合と企業の枠を超えて団体交渉を求める地域ユニオンなど、たたかう労働組合を弾圧することが重要な課題になっています。橋下大阪市長に代表されるように、自治労、日教組を槍玉に上げるとともに、公務員と民間労働者、正規労働者と非正規労働者の対立を煽っています。このような分断を許さない労働者の連帯を築く必要があります。

（6） 厚生労働省の「労使コミュニケーション調査」によると、労働組合の必要性を聞いた問に対して、「ぜひ必要」「どちらかというと必要」を合わせると５４．５％、「どちらかというと不必要」「必要ない」を合わせると１９．９％です。必要論は女性、若者では低下します。必要と答えた人たちにも組合機能に対する批判、組合の可能性に対する否定的な見方があり、労働組合に対する期待は大きく低下しています。働く人の中にも、時間外手当や有給休暇は正社員のものであって、負け組の自分たちにないことは仕方がないと思い込むようになっています。労働組合は、社会とかけ離れた存在、組合員の利益だけを追求する集団と見られています。

（7） 団塊の世代の退職により、労働運動でも戦後労働運動の盛んな時期を知っている活動家が第一線を去ろうとしています。ストライキを知らない労組幹部が多くなってきています。人のために活動しようと思うのではなく、たたかいを回避する「楽な手法」を選択することが労働運動であり、自らの出世の道だと思い込む労組幹部が増えています。

（8） 世界的にはリーマンショック、日本的には東日本大震災によって、世の中は、今までの大量生産、大量消費、大量廃棄の生産活動で良いのか、成長とは何かを問い直しています。かつて連合はアスベストの規制に反対しました。組合員の雇用を守るためです。今また、組合員の雇用を守るためと称して、脱原発に反対しています。人の命を大切にし、社会的責任を果たす労働運動、環境問題、人々の絆にも応えられる労働運動が求められています。

５　討論集会の課題

（1） 職場において労働者の尊厳と人権を守り、ディーセントワークを実現できるのは、労働組合以外にありません。私たちがめざさなければならない労働運動は、労働者間の競争を規制し、労働者が連帯できる格差のない職場と社会をつくることです。職場の隅々にまで資本の支配は浸透していますが、資本の支配を許さず、労働者の支配を一歩ずつでも職場から構築していく必要があります。それは、新自由主義路線と対決し、労働基本権を行使し、労使対等の原則に立ったたたかう労働運動を目的意識的に追求し、新しい労働運動の可能性を追究することです。
（2） 今、まじめに労働運動をたたかっている人たちも分断され、孤立しています。個別においては素晴らしいたたかいをしていても、他の人と共有できない、全体化できない状況です。また、例えば脱原発運動にみられるように、新しく自発的に運動に参加する労働者は少なくありません。労働運動の危機的状況からみても、たたかう活動家の連帯、交流、学習の場をつくることが急がれます。そして、活動家のネットワークづくりが必要です。その基礎づくりとして、若い活動家を交えて運動を継承する研究交流会を産別、地域別につくりあげることです。さらに、労働運動や社会運動のさまざま課題に取り組むＮＰＯ組織と連携，排外主義とたたかう国際的な労働運動との連帯をつくりあげることです。
（3） 労働運動研究の協同研究テーマを設定して、関係団体との協力による研究、プロジェクトチームの設置などの合同研究をすすめることです。本討論集会のテーマである「正規・非正規労働者の連帯」をどうつくりだすのか、「原発も貧困もない平和な社会」をどう実現していくのかは、過去の労働運動の発想の延長線上で実現できる可能性は少ないと思います。非正規を踏み台にして正規労働者の労働条件を獲得すればよいという発想、自らの企業の利益獲得が自らの労働条件の向上につながるという企業の支払い能力の発想ではなく、企業を超えた労働者の連帯、公共サービスの在り方、企業活動における労働者の社会的責任が問われる課題といえます。当面の協同研究テーマは次の項目とし、今後、豊富化していきます。
1 企業別労働組合運動の克服を可能にする賃金・労働条件、安全衛生、職業能力開発等の働き方の実現
2 格差を克服する若者、女性、高齢者との共同した運動の形成

3 労働者の連帯を形成する地域労働運動の課題と運動の方向性

4 非正規労働者を含めた労働者の権利確立を図る労働法制整備の戦略構想

（4） 当面の共通の取組み課題として次の項目を確認し、相互の情報交換課題にします。
1� 貧困撲滅、格差是正、非正規労働者の権利確立
2� 最賃引き上げ、ワーク・ライフ・バランスの実現、公契約条例の制定
3� 平和憲法擁護、憲法改悪阻止
4� 福島とのつながり、脱原発、原発の再稼働・新増設反対
5� 沖縄との連帯、米軍基地撤去、オスプレイ配備撤回
6� ＴＰＰ参加反対
６　討論集会後の取り組み

（1） 本討論集会を来年も開催することとし、今後継続的に開催できるよう努力をします。討論集会の開催に当たっては呼びかけ人を中心に実行委員会を結成し、実行委員会を年１～２回開催して準備をすることにします。

（2） 実行委員会の事務局は、労研フォーラムが担う用意があります。

（3） 労研フォーラムは「レポート労働運動研究」を年４回程度発行し、参加者間の情報交流に役立つようにします。

以　上


【特別報告】沖縄県高等学校障害児学校教職員組合　新垣善永

沖縄・反基地闘争の現在－沖縄の主権回復に向けて全国に訴える
　＊この報告は、討論集会での報告を事務局の責任で見出し等も含め編集したものです。

　　こういう集まりで沖縄から話をさせてもらうのは非常に大事な機会で、たいへん感謝しています。と言うのも、沖縄の問題は全国紙では小さな扱いでなかなか全国的な取り組みにつながらないということがあります。ぜひ私の話を聞いて、沖縄の問題ではなく全国の問題であると認識していただければ大変ありがたいと思います。そして引き続き沖縄の闘いに支援いただければ幸いです。そういう意味で、今日の話のタイトルを「沖縄・反基地闘争の現在―沖縄の主権回復に向けて全国に訴える」としました。

軍事植民地状態のままにするのか

　皆さんご存知と思いますが、米海兵隊の普天間飛行場は宜野湾市のど真ん中にあります。ですから住宅街の上空を米軍機が飛び回っています。そしてオスプレイ配備が強行されましたから、ますますその危険度が増しています。

　普天間飛行場は1996年のＳＡＣＯ（沖縄に関する特別行動委員会）合意によって日本への返還が打ち出されました。その契機となったのが95年の痛ましい少女暴行事件です。３人の屈強な米海兵隊員が小学４年生の少女を拉致して暴行した事件です。私たちは「絶対に許せない」とすぐに県民集会を開き抗議、糾弾しました。その直後にラムズフェルド国務長官（当時）が沖縄に視察に来ました。そして普天間飛行場を見て「これは危ない…」と言った。ラムズフェルドの鶴の一声が効いていると思いますが、翌96年に橋本首相とモンデール駐日大使（当時）によってＳＡＣＯ合意がなさ
れ、返還が決まりました。

　
それから17年経ちましたが、しかし事態は動いていません。

　今回安倍新政権で返還計画の練り直しが出ましたが、内容はこれまでと同じで、結局は実現しないと思います。

　普天間飛行場は名護市辺野古の「キャンプシュワブへの移設後」が返還条件であり、その返還時期は「2022年またはその後」というもの。政府の返還計画は県内移設を前提としているため、「辺野古新基地建設反対」という沖縄県民の世論を考えれば明らかに実現は不可能です。だから、返還時期を明示しないのは2022年までの継続使用を宣言したに過ぎません。結局、危険な基地である普天間飛行場の「固定化」であり、「過重な負担の解消」はウソであり、政府は沖縄を〝未来永劫〟軍事植民地状態のままにするつもりとしか思えません。

　民主党の鳩山さんが「国外、最低でも県外に」移すと言って総選挙（09年）で勝ち、沖縄でも民主党が勝ち、政権交代が実現しました。鳩山首相がどれだけ熱意と思慮をもっていたかわかりませんが、「国外、最低でも県外」という大きな看板を掲げました。しかし結局はこの問題で辞める羽目になりました。その後の民主党政権は、沖縄のこ
とは一言も言わなくなりました。〝この問題にさわると危ない〟〝ヤラレル〟と思ったのでしょう。誰にやられるか？ご存知でしょう。アメリカにはジャパンハンドラーがいるそうです。結局アメリカに操られてこうなってしまうわけです。自公政権も同じだと思います。

　移設が前提ですから、沖縄がこれを県内に認める、許すわけがありません。移設先である辺野古がある名護市も反対しています。

　そして結局今のままで普天間基地の固定化になってしまう。だから私たちが求めている、本来の要求である無条件即時撤去をなんとしても実現しないといけません。東京ではなかなかわからないと思いますが、沖縄では新聞２紙、テレビが連日取り上げています。そして沖縄の世論は一致しています。最近の世論調査でも辺野古への移設に75％が反対しています。米軍基地の「全面撤去」が多数になり、その後に「縮小」と続きますが、あわせれば圧倒的な沖縄県民は米軍基地反対です。

　沖縄ではどの選挙においても候補者は、普天間基地の県内移設反対、オスプレイ配備反対を掲げなければ当選できません。仲井真知事も、１期目は県内移設容認で対応していましたが、もうそれではやれません。県内移設反対とまではまだ言っていませんが「県内は無理」、早く解決するには「県外に移設してくれ」と言っています。昨年12月総選挙で自民党が4人当選しましたが、4人とも県内移設反対を掲げました。ですから自民党は本部と沖縄県連でねじれています。選挙が終わったら公約を破って「県内移設しかない」と言った裏切り者の国会議員が１名います。彼は実力者ですが、次の選挙では厳しい審判が下ると思います。
　

オスプレイ配備反対の闘い

　オスプレイは安定飛行ができない構造的な欠陥が指摘されています。それを無理やりコンピューターで制御して飛ばしています。オスプレイが開発され、完成すれば海兵隊が導入すると言っていましたから、当然沖縄にも配備されるだろうと10年以上前から指摘され、私たちはその配備にずっと反対してきました。政府はひた隠しにしてきました。ずっとわからない、わからないと言っていた。昨年、配備直前になってやっと「配備するようです」とオスプレイの配備を認めました。自公政権は、民主党政権もそうですが、重要なことを国民に知らせないどころか隠蔽しました。本当に国民主権の国なのかと思います。ですからこれは沖縄だけの問題ではありません。

　オスプレイ配備が決まって、私たち高教組も平和センターと連携してたくさんの行動に取り組みました。普天間基地を封鎖しました。完全封鎖です。うちの書記長は封鎖したその瞬間に現場にいました。そこで機動隊に排除された一人です。高教組の旗を持ちながら書記長が運ばれていくという姿をテレビで見ました。私も午後に行って座り込みました。

　反基地の闘いは普天間飛行場だけではありません。北部には訓練施設がありますから、北部の高江でも闘いを行っています。高江の集落は、かつてのベトナム戦争の時には、住民にアルバイト代を払ってべトコンに扮してもらってべトコン狩の訓練がやられた経緯がある所です。そこは戦後からずっと海兵隊の訓練場と隣接したところでの生活を余儀なくされています。そこでオスプレイのためのヘリパットを新設する工事をやろうとしています。それに対して住民はまさに身体をはって反対しています。この闘いに私たち労働組合も参加しています。労働組合は毎日当番で現地に行っています。

　オスプレイは強行配備されてしまいましたが、配備された後も私たちは引き続き抗議を続けています。何ができるのか、あらゆる手段を駆使してやっています。県民大会を開催しました。選挙闘争でもオスプレイ賛成という人は当選させていません。これは保守も革新も関係ないです。普天間基地のゲート封鎖もやりました。さらに何が出来るか。…〝凧でオスプレイを落としてやろう〟と発案されました。

　しかし飛行場だから航空法に抵触する？ところが普天間飛行場は国内法が適用される飛行場ではありません。近くに高い鉄塔があっても当局がやめてくださいとお願いするだけです。航空法違反をもって強制撤去することができません。これは過去に一度ありました。基地近くにアマチア無線の方が鉄塔を建てたら沖縄防衛局が来てお願いしてアンテナを撤去しています。飛行場なのに航空法が適用されないというじつに変な話です。これが日本なんです。　　

　私もこの凧あげ行動に参加しました。私たちの行動に対して基地の兵隊は非常に敏感に反応しました。基地フェンス内を兵隊が巡回していますが、いくつか凧が基地内に落ちましたが、若い兵隊が私たちの目の前に基地内に落ちた凧もってきて、返してくれるのかと思ったら、アーミーナイフを取り出して凧を切り裂きました。相当に怒っていました。

　ゲートはもう封鎖していませんが、今でもゲート前では「ＭＡＲＩＮ OUT！」などのプラカードをもって毎日年配の方々が抗議行動をやっています。高教組の先輩の伊波さんが、サラバンジーの会を作って（サラバンジーとは沖縄の言葉で働き盛りという意味です）、仲間を募って意気軒昂に、基地のゲート前で毎日やっています。基地に出入りする軍関係者は笑えなくなっているそうです。沖縄の人から嫌われていることがわかるんです。精神的にもダメージがあると思います。平和運動センターの山城博治さんも毎日マイクを握っています。凧あげの指揮を執ったのも彼です。ゲート封鎖の指揮も彼です。３年前に参院選挙に出ましたが、今回比例区から出ます。

日本全国がじつは米軍基地だ

　オスプレイの低空訓練コースは、ご存知のように全国に及んでいます。これはオスプレイだけではなく、米軍のジェット戦闘機は日常的に日本全域を訓練場としています。沖縄だけではありません。全国が米軍の「拠点」「出撃」基地となっています。オスプレイ配備はそれを暴き出したと思います。「沖縄タイムズ」（3月7日）の、高知県の山中を飛行しているオスプレイの写真があります。山の中の村が被害をうけたということで、東京では報道されていないと思いますが、沖縄ではしっかり高知県でもオスプレイが飛んでいる、大変だということで掲載しています。

　オスプレイ配備に反対する10万人の県民大会があったことはご存知と思います。そして「オール沖縄」で首相に配備を止めてくれという建白書も出しています。安倍首相に建白書を手交したのは保守の重鎮である那覇市長の翁長雄志さんです。構造的欠陥が指摘されるオスプレイを日米政府はオール沖縄の反対をよそに強行配備したことは、まさに沖縄だけに過重な負担を強いる構造的な差別です。米軍基地を沖縄に押し付け続け、被害は沖縄だけに生じるということに、まさに構造的な差別が見えると思います。

沖縄に対する「本音」＝繰り返される差別言動

　鳩山元首相は「抑止力のためやはり沖縄県内の移設」と言って「変節」したわけですが、退任後には「抑止力は方便だった」と放言しました。ケビン・メア元米国務省日本部長は「沖縄はゆすりの名人」と言いました。沖縄の人が、ほんとうは基地なんか返して欲しいとは思っていないのに基地返還と言っておカネをもらって歓んでいると言った。田中前沖縄防衛局長は、オフレコの酒席の場といえ、報道陣がいる前で、アセス評価に関する報告書の提出時期に関してしつこく訊いた琉球新報の記者に、「犯す前に犯しますと言いますか」と発言しました。オフレコを反故にして琉球新報は翌日の一面でそれを暴露し、記事を載せました。またアメリカに対して日本の防衛官僚が「米政府はあまり早計に柔軟さを見せるべきではない」（高見沢元防衛政策局長）と言っています。森本前防衛相は「（移設先は）軍事的に沖縄でなくてもいいが、政治的には沖縄が最適な地域」と言いました。砂川闘争はじめ各地の反基地闘争や安保闘争の中で本土の米軍基地は縮小されていきましたが、本土に基地を置くことは政治的にリスクが高い、つまり沖縄なら…ということを言っているんだと思います。「沖縄なら…」という発言が繰り返されるのは、明らかに沖縄差別の意識があるからだと思います。

　

日米地位協定の問題

　米軍人・軍属の「公務中」の事故は、第１次裁判権がアメリカ側にあります。現行犯逮捕でない限り、米軍が引き渡しを拒否すればそれまでです。昨年、片側２車線、４車線ある道路で反対車線に飛び出して追い越そうとした米軍属の車が、19歳の若者を殺すという交通事故がありました。亡くなった若者は、本土で働いていて、成人式を沖縄で迎えるために沖縄に帰って来た数日後でした。米軍は第1次裁判権を行使して、審判は免許停止５年間です。軍属だったので刑法犯として軍法会議にはかけられないという事情もあったようです。国内法なら、無謀運転ですから刑事罰もあったはずです。ここに日米地位協定の問題が存在します。

　沖縄で米軍人・軍属による事故や犯罪が多発しているために沖縄だけがクローズアップされていて、その他の日本では日米地位協定の問題がみえにくいと思いますが、先ほど全国が米軍の訓練基地、出撃拠点だと言いましたが、地位協定は「全国」が関係するものです。日本国憲法を超越したような日米地位協定を存置したままで、これで日本に主権があると言えるのでしょうか。
沖縄の反基地闘争は「沖縄の主権回復」の闘い

　
安倍内閣は４月28日、サンフランシスコ講和条約発効の日を「主権回復の日」として「祝う」そうです。国事行為でもないのに天皇を呼んで政府主催で式典をやるという。これは安倍首相の、自分の就任祝いですよ。沖縄は当然にも大きく反発しています。

　サンフランシスコ条約（1952年）という日米政府の「お墨付き」によって沖縄は日本から切り離され、沖縄に対する米軍の占領が本土復帰1972年まで続きました。その間に、戦後〝銃剣とブルドーザー〟によって建設された沖縄の米軍基地には本土から第３海兵隊など在日米軍の多くが移駐してきました。条約に関する情報を聞いてからすぐに、51年から沖縄の人は反対運動を起こしています。

　また、サンフランシスコ条約による沖縄の切り離しは、アメリカの一方的な押し付けだったわけではありません。昭和天皇がマッカーサーＧＨＱ総司令官に伝えたメッセージ（1947年）で、アメリカが軍事占領を25年から50年継続してくれるように言っているのです。しかし、この事実は明らかには知らされていませんでしたから、アメリカが一方的にやっているという認識で「祖国復帰運動」をけなげに沖縄の人はやっていました。

　沖縄にとってはこんな屈辱の歴史である「4・28」を祝っていいのかという反発です。また、沖縄にはいろんな見方があります。そもそも日本は「祖国」か、という意見もあります。

　サンフランシスコ条約で日本から切り離され、米軍の支配下におかれた沖縄や奄美では復帰運動が始められましたが、日本国憲法の下にある日本への復帰は、沖縄にとっては主権回復の運動でした。今日で言えば、沖縄の主権回復の闘いは、日本の国家主権ではなく国民主権を回復する闘いです。その手法はいろいろあると思います。「沖縄独立論」もありだと思います。民主的、平和的な手段であれば、あらゆる闘いを沖縄はやっていきます。「沖縄」と連帯して頑張っていきましょう。
＜報　道＞
「労働情報」（２０１３年５月１日＆１５日号）
４月２０日～２１日、東京・全水道会館で「労働運動研究討論集会」が開催された。全港湾・伊藤委員長、国労本部・石上委員長、大阪ユニオンネット・垣沼代表、都労連・武藤委員長など１３人の呼びかけに応え、１都２府１３県から１６産別などの活動家約１５０名が参加した。
かつて労働戦線の右翼的再編に反対した労働運動研究センターの流れをくむ「労働運動研究フォーラム(略称＝労研フォーラム)」を中心に、今回の討論集会は企画され、スローガンには、運動の方向性を示す意味で「正規・非正規の連帯で、原発も貧困もない平和な社会を切り開こう」と掲げられた。
もとより労働組合の社会的影響力低下は顕著であり、労働運動の再生は容易ではない。集会参加者の平均年齢はかなり高く、男性ばかりが目立ったことが、世代交代の困難さを含め、現下の危機的状況をあらわしていた。しかし「公務職場」「非正規」「地域労働運動」の３つの「現状と課題」などでの発言は、現場の運動を踏まえた内容のあるものが多く、特別報告の沖縄と原発・除染労働を加えれば、発言者は２７名を数えた。その中には新聞労連や首都圏青年ユニオンなど、潮流を超えたものもあり、新たな拡がりも感じさせられた。
もちろん連合の評価やコミュニティ・ユニオンや企業別労働組合の位置づけ、さらには非正規労働者へのアプローチなど、立場や運動スタイルの違いも散見された。しかし、今こそ何とかすべきであり、そのためには手をつながなければならない、との強い意欲もあふれていた。
基調的提案を行った伊藤委員長は、集会のまとめで「かつての右翼的労戦統一反対のような『結集軸』は見出しにくいが、このままでは労働組合が失われかねないとの危機感は共通している。それぞれの職場や地域で何が起きているのか、企業の壁を越え、知ることから自らの変革も生まれる」と集会のまとめで述べ、継続的な開催と「レポート労働運動研究」の定期発行による情報交流を強く訴えた。
「週刊新社会」　2013年5月7日号
労働運動の再生にむけて「正規・非正規労働者の連帯で、原発も貧困もない平和な社会を切り開こう」と呼びかけた討論集会が4月20日～21日、東京都内で開かれ、一都2府13県130名を越える活動家らが参加した。
　討論のテーマは正規労働者の削減と非正規労働者の増大が進む公務員職場と郵政職場、地区労と地域ユニオンの連携を模索する地域労働運動の3分野の現状と課題報告を中心に討論。特別報告として沖縄と脱原発の取組みの2本を重ね、分野別に討論が行なわれた。

　集会を主催した労働運動研究フォーラム共同代表の伊藤彰信全港湾委員長が問題提起。伊藤代表は新自由主義のもと、規制緩和と労働力流動化政策が続き、労働運動が危機にあると訴え、「新自由主義路線と対決し、労働基本権を行使し、労使対等の原則に立つ闘う労働運動を目的意識的に追求し、新しい労働運動の可能性を追求する」など4つの課題を提起した。
　報告と討論の後のまとめでは、「このままではいけないことは共通認識になった。ではどうするか」と問いかけ「足元の職場で運動をつくり、社会に開かれた労働運動、沖縄や脱原発と連帯する労働運動」を呼びかけた。












　　集会で発言する新垣善永さん

















課題別報告の最初に、「公務職場の現状と課題」について練馬区非常勤職員労働組合特別執行委員の三澤昌樹さんより「今や公務職場での民間委託は当たり前のようになり、臨時・非常勤で非正規化が進行し、それは全職員の33.1%を占め、全国で６０万人を超えている。自民、みんな、維新の会、民主の各党全てが人件費攻撃を掲げ、‘既得権益にしがみつく国民の敵、官僚、公務員、自治労“として描かれ、退職金４００万円削減、賃金７．８%削減にさらされている。


　これに対して、同一価値労働・同一賃金、ワークシェアリングを掲げ正規・非正規の壁を敗れるのかが正念場になっている。公契約条例や最賃制度改善の運動を地域労働運動を牽引する役割をより自覚する必要がある」。と報告があった。これに対して「自立的労使関係の樹立を」(兵庫)、「非正規・外注化を甘受した組合の責任」(東京)などの発言があった。


　「非正規労働者の現状と課題」では郵政産業労働者ユニオン書記長の須藤和裕さんが報告した。民営化された郵政事業で正社員２０万人、期間雇用の非正規社員(直雇用)も２０万人。郵産労ユニオンとしては正社員化の闘いを取り組んでいるが、登用基準のハードルは高く、１０年は３万人が受験して、８千人が正社員化された。また、労働契約法改正に伴う均等待遇実現の闘いや不当な雇い止め、解雇、権利侵害など裁判闘争を重ね、一部勝利している。


関連して、首都圏青年ユニオン元書記長の河添誠さんが「すき家の闘いをはじめ、基準法の徹底をめざして、勝ち取った成果を全社会的に拡大してきている。非正規の人の漂流化があり、あきらめと闘い、いわゆるゲリラ戦を正面に構えている。労働運動の信頼を勝ち取ることが重要で、労働市場に労働組合が関与していくことが大切」と発言した。


「地域労働運動の現状と課題」について千葉県市原地区労顧問の鳰川静さんが報告。「総評解体後、依然として地区労存続の危機は続いている。大手単産の脱退など組織財政が悪化している。地区労は現在３４都道府県、400余ある。地域労働運動の灯を守ろうと98年から地区労交流会が進められている。地区労を学習と交流の場として、これからは既存労働組合、地区労・地域ユニオンと市民運動を目的意識的につなげることで、発信力の強化が重要だ」。


　これに対して、「大手組合の質の問題」(全港湾)、「単組が労働相談の現場に出る必要がある」(全国一般全国協)など意見があった。


その後、「沖縄の現状と課題」(本号掲載)、「脱原発の取り組みと労働運動」(次号掲載予定)について、沖縄県高教組の新垣善永さん、全国一般全国協書記長の渡辺啓二さんが報告し、閉会の挨拶を自治労高知県本部委員長の山崎秀一さんが行なった。





労働運動研究討論集会の報告・発言より
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労働運動が消える？ 


全港湾の伊藤彰信委員長や全労協の中岡基明事務局長らが、今の労働運動について、「このままでは数年で運動の火が消えてしまうのではないか」と強い危機感を表明しています。 


「年間のスト件数は２ケタ、団体交渉をやっている組合は全体の２割程度」 


「非正規労働者からみれば、大企業労組は名ばかり労組」 


「公務労組への攻撃に加え、個人加盟ユニオンへの攻撃が激化」 


「若い人は団交やストのやり方も分からなくなっている」 


　連合、全労連、全労協という大きな組合のかたまりができて23年。路線や考え方の違いがあるのはやむを得ないとしても、労働運動そのものが弱くなっている現状は見過ごせないという問題意識です。 


　伊藤さんたちは自らを「絶滅危惧種」と呼びつつも、危機感を共有できる人に集まってもらって、一度議論しませんか、と呼びかけています。いわゆる総評左派の流れをくむ人々による提起です。 


　「労働運動研究討論集会」は４月２０日の１３時から２日間、東京の全水道会館で開かれます。通しの参加費は２０００円。いわゆる全労協系以外の人の参加も歓迎しますとのこと。なにかのヒントがあるかもしれません。 （伊藤篤） 











事務局「労働運動研究フォーラム」


　東京都荒川区東尾久3-1-12


　電話・FAX    03-3894-6620　


  メール　r_kenf 2013@yahoo.co.jp
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■郵便振替　0140-7-485511　


　　　　　　労働研究フォーラム


■中央労働金庫　一ツ橋支店


　普4430621　労働運動研究フォーラム


　　　　　　　代表　伊藤　彰信
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